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時代に合わせた規制強化
建物火災は、ある段階を過ぎると急に燃焼が激

しくなり、消火も延焼拡大防止も避難も難しくな
る。一方で、火災の特性を考慮して適切な建築的
対策を講じるとともに、早期に発見して消火する
対策を講じておけば、被害を一定程度に抑えるこ
とは可能である。

経済や技術の発展、社会の変化等に伴って、建
築空間も利用者の特性もその使い方も変化するの
で、同じ対策がずっと同じような効果を上げ続ける
わけでは必ずしもない。

対策が変化に追いつかなくなると、いずれ大規
模な火災や多数の死者の発生という形で顕在化す
る。そのような火災が発生したら、大きな被害が
出た原因を究明し、それが時代の変化に伴う普遍
的なものであれば、対策を見直すことになる。

日本では、建築的な対策は建築基準法の規制によ
り、早期発見・早期消火対策は人的対応も含めて消
防法の規制により、それぞれ担保されているので、
必要な対策は規制強化という形をとることになる。

近年、経済発展を規制緩和によって促進するこ
とが政府全体の方針になっているため、そのよう
な事態が起こっても、建築基準法令の改正強化は
なかなか行われないが、消防法令は時代の変化に
応じて適時改正強化されてきた。規制強化は社会
的負担を伴うので、時代の変化により危険性が増
してきていることがわかっても、それだけで規制
強化に踏み切ることは難しく、多数の死者の発生
などの犠牲があって初めて規制強化が行われるの
が一般的である。

 

規制強化の効果
消防法令の規制強化を社会に実装していくのは

現地消防機関の予防職員の役割だが、被害を伴う
火災の発生率があまり高くないため、規制強化に
応じてもらうのは容易ではない。特に、特定防火
対象物の場合は、既存建物についても一定期間内
で遡及的に新たな規制に適合させなければならな
いため、担当職員のストレスは大変なものになる。

建築基準法の防火関係規定や消防法など防火法
令の規制は、人命・身体及び財産を火災による被
害から守るためにある。このため、規制強化が行
われれば、その効果は火災による死傷者数や焼損
面積の減少など、何らかの形で火災統計に現れる
はずである。そのことが明確に実感できれば、消
防法による規制を行う意義も理解できるし、大変
な苦労をして規制強化を遡及的に実施した予防職
員にとっては、励みにも誇りにもなるだろう。そう
考えて、本連載では規制強化の効果を繰り返し取
り上げてきた（拙稿 第４回「大洋デパート火災と
遡及適用及び規制強化の効果」など）。

火災統計の活用
規制強化の効果を検証するには、まず、信頼でき

る火災統計が必要である。
日本の火災統計は、量・質ともに、他の先進国

に比べてもずば抜けている。火災１件ごとに、所
轄消防機関から広範かつ精緻なデータが集められ、
集計・分析される。その結果は市町村ごとに整理
され、各市町村の火災予防に役立てられる。全国
の火災統計は、毎年「消防庁火災年報」で公表さ

［第100回］

予防行政の効果と検証の重要性
本連載も今回で100回目となった。第１回が2016年６月だったので、９年間連載を続けてき
たことになる。昨年３月に東京理科大学を退任したこともあり、切りのよい100回目となった
ところで連載をいったん終了することにした。最終回にあたり、予防行政が上げてきた効果と、
検証によりそれを確かめることの重要性について述べることとしたい。

危険物保安技術協会技術顧問（前東京理科大学火災科学研究所教授） 小林恭一 博士（工学）
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バックナンバーを当たって改正内容を拾い出し、シ
ステムを構築していった。なかなか大変な作業だっ
たが、２年程度で実用に耐えるものが出来あがり、
東京理科大学火災科学研究所のホームページ内に

「 消防法令改正経過検索システム」として立ち上
げた。

このシステムは、無料で誰でもアクセスでき（QR
コード参照）、消防組織法と消防法及び関連政省令
について、条文の項目ごとに履歴を遡ることがで
き、改正年月日や施行年月日も知ることができる。
年月日を指定すれば、その日に適用されていた法
令内容を知ることもできる。検索も容易である。

本誌拙稿で取り上げた「スプリンクラー設備の
設置対象の変遷」（ 第94回～ 第96回）や「自
動火災報知設備の設置対象の変遷」（ 第98回）
は、このシステムがなければ書けなかったテーマ
で、私自身今まで気づかなかった大きな発見が
あった。

こうして、多数の死者が出るエポックメイキン
グな火災が発生し、その再発を防止するための規
制強化が行われた時に、先述の火災統計と突き合
わせれば、規制強化の効果を明確に知ることがで
きるようになった。消防法令の場合は、特定防火
対象物については規制強化が遡及適用されるので、
より明瞭に効果が現れる。

れ、一部は消防白書にも掲載される。1995年以
降はエクセル版の原データが公開されており、個人
情報が特定できる情報以外は、申請すれば誰でも
入手できる。

このような仕組みを持っている国はあまりない。
日本では、昭和23年（1948）に自治体消防制度が
始まった時に、当時の「予防消防」「科学消防」と
いうスローガンを実践するツールの一環として消
防法や消防組織法に組み込まれた。集められた火
災データは、当時の消防研究所で分析され、出火
防止対策の発案や消防機関の体制整備などに活用
されてきた（拙稿 第84回「消防法第９条と火気
設備等に対する規制⑴」参照）。

火災報告の内容や項目は、火災データの分析が
進むにつれて精緻になっているため、消防機関の
担当者は火災報告データの作成に苦労されている
ことと思うが、火災の発生や被害の防止にも対策
の効果の検証にも不可欠なもので、世界中の火災
研究者からうらやましがられていることなども理
解して、頑張っていただきたいと思う。

規制の変遷を知る
規制強化の効果を検証するには、もう一つ、規制

内容の変遷を正確に知ることが必要である。現行
法令の内容は、法令集や「e-Gov法令検索」で容
易に知ることができるが、ある規定がいつから今の
ようになったのか、その前はどんな内容だったのか
正確に知ることは簡単ではない。以前使っていた
法令集が残っていれば、最近の改正ならチェック
できるが、10年前まで遡れる環境にいる人は稀だ
ろう。大学では、さらに大変である。

このため、東京理科大学に勤務するようになっ
て、改めて、消防法令の規制内容の推移を正確に
知る仕組みの必要性を痛感するようになった。そ
の頃、建築基準法令の変遷を検索できる一般財団
法人建築行政情報センターの「ICBA法令検索シ
ステム」の存在を知ったため、その消防法令版を東
京理科大学に構築することにした。「ICBA法令検
索システム」を開発した会社に依頼し、消防法令に
通暁した東京消防庁OBの方を専従で雇用して、手
作りでシステム構築を開始した。法令集にある各
条文の改正年月日の履歴から、一つひとつ官報の
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建築基準法令の規制強化の効果も「ICBA法令
検索システム」を活用すれば同様に知ることがで
きるので、「（建築基準法令と消防法令を合わせた）
防火法令の規制強化の効果」を実証的に論ずるこ
とができるようになり、それが私の大きな研究テー
マになった。

最近では、高齢者福祉施設について、消火器、ス
プリンクラー設備、自動火災報知設備及び火災通
報装置の設置規制の強化が繰り返し行われたが、
その改正内容と改正時期を当該施設の火災被害の
推移と突き合わせれば、これらの規制強化がいか
に効果があったか、一目瞭然である（拙稿 第17
回「高齢者福祉施設の火災と消防法令の強化⑴」
参照）。

おわりに
本連載では、消防法令の規定の意図と内容を私

の理解する範囲でできるだけ平易に解説するとと
もに、その成り立ちや規制の変遷についても、きっ

かけとなった出来事と合わせて書いてきた。特に
改正の経緯については、その当時の人たちにとっ
ては自明のことなのだが、少し時間が経つと知って
いる人が次第にいなくなり、現役の人にはわからな
くなってしまうので、留意して書き残したつもりで
ある。

また、消防法令と密接な関係がある建築基準法
令との関係についても私なりに整理して解説する
とともに、諸外国の動向なども私の知っている範
囲でできるだけ触れるようにしてきた。

現在は経済・社会が大変動する時代になってお
り、消防行政や予防行政もこれからどうなってい
くのかわからない時代になっている。そんな中で
も、火災や火災による被害をできるだけ少なくする
という行政ニーズは変わらず存在する。現役の皆
さんは、本連載により、そのような行政ニーズに先
人たちがどう応えてきたのかをよく理解して、大変
動の時代に対応してほしいと考えている。
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はじめに
「最近の消防法令は難解で、読んでも何を言っ
ているのかよくわからない。法令の意味や意図な
どをわかりやすく解説してもらえないか。」とい
う依頼を「月刊フェスク」から頂いた。
確かに、性能規定化で「特殊消防用設備等」と
いう言葉が条文の中に「消防用設備等」とセット
で用いられるようになったこともあって、ただで
さえ難解な条文がますます読みにくくなってし
まった。福祉施設や雑居ビルなどに対する規制強
化も、強化対象をなるべく限定しようとするため、
表現が極めてわかりにくくなっている。ベテラン
の方々は、以前の比較的シンプルな条文が頭の中
にあるので、それに枝葉が付け加わっても何とか
理解できると思うが、若い人がいきなり今の条文
を読んでも、チンプンカンプンではなかろうか。
消防法令がそのように難解になった責任の一端
は私にもあると反省し、罪滅ぼしも兼ねて、３年
前から東京理科大学の市民講座の一環として、神
楽坂キャンパスで月に１回、夜６時半から９時頃
まで、「予防塾」という無料の私塾を開いている。
塾生は消防機関の予防担当者を念頭に、「予防
行政に熱意を持って取り組んでいる方」としてい
るが、民間の方も含め、全国各地から250人く
らいの方が登録されている。実際に受講される方
はやはり東京近辺の方が多く、毎回50人前後だ
が、中には九州や関西から駆けつけてくれる方も
いる。
原則として１年間で一区切りの内容なので、条
文の細かいところまで解説できるわけではなく、

消防法令全体の体系と考え方、建築基準法令との
関係、諸外国との比較、様々な規制の意味や意図、
規制ができたり強化されたりした経緯やそのきっ
かけとなった火災事故などを、私なりに整理して
講義している。それでも、「規制の背景がわかっ
たので、条文の意味が理解できるようになった」
との声を頂いている。そんな反応があると嬉しい
し、私自身の励みにもなっている。
この予防塾の講義内容については、神戸市消防
局から、「機関誌「雪」に書いてもらえないか」
という話を頂いて、昨年４月から「予防塾選講」
として連載している。
今回、「月刊フェスク」から冒頭のような依頼
を頂いたので、「雪」に掲載した内容をベースに
しつつ、読者に民間の方々もいることを念頭に、
予防塾の講義内容を整理し直してみたいと考え、
お引き受けすることとした。毎回１テーマなので、
あまり体系的とは言えないかも知れないが、お許
しいただきたい。

予防行政の重要性
第１回として、まず、予防行政の重要性から話
を始めたい。消防職員を念頭に置いた文章なので、
民間の方には恐縮だが、私の思いなのでお許しい
ただきたい。
私は、1980年から自治省（現総務省）消防庁に
在籍し、2006年に国民保護・防災部長を最後に
退官するまで、主として予防行政を担当してきた。
1980年当時は、まだ数十人の方が亡くなる特定
防火対象物の火災がしばしば発生しており、その

ような火災が起こるたびに、多くの死者が出た原
因を調査し、再発防止策に取り組んできた。その
ような対策が功を奏し、やがて多くの死者が出る
ビル火災はほとんど発生しなくなったが、それと
ともに予防行政に熱心に取り組む消防官が少なく
なってしまったのは、悲しいことだ。
戦後、GHQの意向で消防が警察から独立した
時、「予防消防」は「科学消防」とともに、新生
自治体消防のシンボルだった。発生した火災をた
だ消すだけの「火消し消防」でなく、法律に基づ
き、火災が発生すればその原因を消防自ら科学的
に調査し、火災が発生しないための対策や被害を
できるだけ少なくするための対策を講じていくこ
と、発生した火災に対しては科学力と技術力で立
ち向かうこと、これが「予防消防」と「科学消防」
の考え方だ。
1948年にこのような理念に立ち消防同意制度
を持つ近代消防制度が発足したとき、警察のもと
でただ火を消すだけに甘んじ、「消防夫」や「消
防手」とさげすまれてきた戦前からの消防人たち
がどんなに喜んだか、直接語れる人はもう皆亡く
なってしまった。
私は、立場上、近代消防制度の創設に立ち会っ
た先人たちからじかに話を聞く機会があったの
で、そのときの彼らの思いなどを、若い消防官に
伝えていく使命があると考えている。
警防業務、救助業務、救急業務のいずれも、身
をていして社会を支える崇高な業務だが、他の行
政の失敗を消防官のリスクと引き換えに後始末
する、という側面を持っている。土木行政や都市

行政が十分でなかったために起こった土砂災害
で、消防官が人命救助に出動し時に殉職したりす
るが、消防官は一方的にリスクを引き受けるだけ
で、土木行政や都市行政に注文をつけることはで
きない。
しかし、火災は違う。予防行政の権限があるか
らだ。火災が起こらないようにし、火災が起こっ
ても被害が最小限になるようにし、消防活動がで
きるだけしやすくなるようにすることなどを、法
律上の権限を持って行うことができる。危険物施
設に至っては、市町村長の名で設置許可の権限ま
で持っている。
消防がこのような法律上の大きな権限を持って
いる国はあまりない。先人たちが獲得してくれた
大切な財産だが、最近、このことを理解できてい
ない消防官が増えているのが気になっている。
地方行政予算の逼迫による人員削減圧力、高齢
化の進展に伴う救急需要の増大、交替制勤務職員
配置の下方硬直性などから、総務・予防など日勤
職員にしわ寄せがいく事態が長年続いており、予
防体制は長期的に弱体化傾向にある。このような
状況のもとでは、現地の消防機関が予防行政の重
要性をきちんと認識し、これを大事にしていく姿
勢を明確にしないと、予防行政の権限がなくなる
ことなど、あっという間だ。
行政改革の一環として、消防同意を民間機関で
行うことができるようにしたらどうか、などとい
う提案がなされたとき、現地の消防としてどう考
えるのか。以上述べてきたような事実と経緯を踏
まえて、しっかりと判断してほしいと思う。

［第1回］

予防行政の重要性

東京理科大学大学院国際火災科学研究科 教授 小林恭一 博士（工学）
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